
公共施設個別施設計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ. 公共施設の実態調査等 

 
〇今後の維持・更新コストの試算 

Ⅰ.公共施設個別施設計画の背景・目的等 

立 科 町 公 共 施 設 個 別 施 設 計 画 の 概 要 ① 
Ⅱ.対象施設、計画期間 

 

〇計画の背景 

本町では、平成 2９ 年 3 月に「立科町公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）
を策定し、長期的な視点による施設の維持管理の基本的な方針を定めました。 

国では、この総合管理計画に基づいて、個別の施設ごとに対応方針を定める計画として「個別施設
計画」を令和 2 年度までに策定することを求めています。 

このことを受け、総合管理計画に基づく個別施設計画として、人口減少による町税収入の伸び悩み、
公共施設の老朽化、少子高齢化の進展に伴う厳しい財政状況の中で、公共施設の現状を把握し、長期
的な視点で利活用の促進や再配置の方向性、及び長寿命化・更新等の方針・計画を早急に検討するこ
とが求められています。 

〇計画の位置づけ 

本計画は、総合管理計画（行動計画）に基づき、
施設ごとの具体的な対応方針を定める「個別施設
計画」を策定するものです。 

〇計画の目的 

総合管理計画で策定した方針や目標を達成
し、公共施設の全庁的・総合的な管理を推進す
るために、個別施設ごとに具体的な中長期計画
を定めライフサイクルコストの縮減を図り、財
政負担を軽減・平準化するとともに、複合化・
集約化などを勘案した長寿命化計画を策定す
ることを目的とします。 

〇対象施設 
本計画では公共施設等のうち公共施設（公共建築

物）を対象とします。（公共施設の対象範囲は、町営
住宅、重要文化財を除く公共建築物とします。） 

本計画で扱う対象施設は町有の公共施設総延床面
積約 52,958.65 ㎡（210 棟）のうち、46,505.67 
㎡（163 棟）であり、延床面積全体の約 88％にあ
たります。 

〇築年別整備状況 
新耐震基準により建築された建物は、延床面積で全体

の 77％（棟数では全体の 88％）で、残りの延床面積
23％（棟数では 12％）が昭和 56 年以前の旧耐震基準
により建築された建物です。 

築年数では、築後 20 年以上の建物が全体の 88％以
上あり、建物の適切な修繕や改修が必要になってきます。

〇計画期間 

上位計画である「第５次立科町振興計画」や「総合
管理計画」などと連動しながら、今後 15 年間 

令和 2（2020）年度～令和 16（2034）年度 
を計画期間とします。

〇劣化状況の現地調査結果 

各建物の基本情報の整理、修繕履歴調査を行ったうえで、現地において目視
点検を行い、各部位の劣化状況を A～D の 4 段階評価し、現況劣化度を算出し
ました。 

対策の優先順位検討のため、築年数を加算して総合劣化度を算出しました。 

【従来型】 
公共施設において、従来どおり建設後 40 年前後で建替えを

行った場合、今後 40 年間のコストは 212 億円（5.3 億円/
年）かかると試算されます。これは、直近５年間の投資的経費
3.5 億円/年の 1.5 倍になります。今後 20 年以内は改築等が
集中し、6～9.2 億円/年と試算されます。 

大規模改修や耐震補強を実施したとはいえ、築後 30 年以上
の建物は、延床面積で全体の 59.2％を占めており、今後 20
年の間で長寿命化改修や建替えが必要となるため、対応策を検
討する必要があります。 

【長寿命化型】 
今後公共施設の建替えによる費用集中を避け、将来の費用を

縮減していくため、長寿命化により 80 年間使用できるように
した場合、今後 40 年間の維持・更新コストは総額約 173 億円
（4.3 億円/年）となり、従来の建替え中心の場合の 212 億円
（5.3 億円/年）より総額 39 億円（1.0 億円/年）、約 18％の
縮減となります。 

しかし、直近 5 年間の投資的経費 3.5 億円/年の 1.2 倍のコ
ストがかかると試算されます。 
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ンター

青少年交流
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S 1 92 2000 H12 19 新 長寿命 - - - - - - (45)
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S 1 270 2000 H12 19 新 長寿命 B B A B B 25 44
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進研修センター
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Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化
Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

※建物状況一覧表（一部抜粋） 

大分類 中分類 施設数 延床面積 構成比

文化系施設 集会施設 5 2,093.06㎡ 4.5%

ｽﾎﾟｰﾂ施設 37 8,446.25㎡ 18.2%

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 17 3,189.18㎡ 6.9%

産業系施設 産業系施設 22 4,664.15㎡ 10.0%

学校教育系施設 学校 17 14,390.26㎡ 30.9%

幼稚園・保育園・こども園 1 1,856.95㎡ 4.0%

幼児・児童施設 1 545.08㎡ 1.2%

高齢福祉施設 4 2,238.29㎡ 4.8%

障害福祉施設 1 470.18㎡ 1.0%

保健活動施設 1 467.00㎡ 1.0%

庁舎等 1 3,274.83㎡ 7.0%

消防施設 1 59.34㎡ 0.1%

その他行政系施設 12 371.61㎡ 0.8%

公園 公園 23 661.01㎡ 1.4%

その他 その他 20 3,778.48㎡ 8.1%

163 46,505.67㎡ 100.0%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政系施設

合計(プールは延床面積の集計からは除いています。)
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光熱水費
・委託費
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Ⅴ. 公共施設長寿命化への基本的な方針等 

 〇公共施設整備(長寿命化)の基本的な方針 

施設の定期的な点検の実施や老朽化や機

能の低下が生じる前に予防的な修繕を行う

ことで、従来の事後保全での整備と比較して

施設を長く使用することができるため、公共

施設の長寿命化を図る上で「計画保全」の考

え方を基本方針とします。 

鉄筋コンクリート造等の大規模な施設整

備について、改築もしくは事後保全の維持管

理(建替え年数 40 年)から、築 20 年程度

経過後に機能回復のための予防保全的な改

修等を行い、中間期（40 年など）に長寿命

化改修、その後も建物の部位ごとの更新周期

を勘案し、約 20 年スパンで予防保全的な

改修を計画的に行うなど、計画保全による建

物の長寿命化(建替え年数 80 年)に切り替

え、部位改修を併用した整備を行います。 

〇目標耐用年数の設定 

Ⅶ. 情報基盤の整備・計画のフォローアップ Ⅵ. 施設類型別の適正配置と中・長期計画 

Ⅳ. 総資産量の適正化 

 
〇総資産量適正化(適正配置)の方向性の基本的な考え方 

〇改修等の基本的な方針 

公共施設の長寿命化のメリット。 

①建替えに比べ工事費用の縮減や工期の短縮が可能 
②長寿命化改修への転換により、限られた予算でより

多くの施設の機能の向上を図ることができる。 
③建替えに比べ、廃棄物や CO2 の発生が減少 
 
詳細診断の結果、長寿命化改修が可能な公共施設は長

寿命化することとしますが、実際の長寿命化・建替え等
にあたっての判断は、人口・利用者数等の将来見通し、
財政状況や各種補助制度を総合的に勘案して決定する
ものとします。 

耐震補強

耐震補強済み

または

耐震診断で耐震性あり

ＲＣ造

コンクリート圧縮強度

13.5N/mm2以下

Ｓ造、Ｗ造等
概ね40年以上で

腐食や劣化の進行が
著しいもの

「要調査」

建物

「改築」として試算「長寿命」として試算
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階

新耐震基準 旧耐震基準

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

躯体の詳細な調査

〇対策の優先順位の考え方 
優先順位付けは、以下の点を考慮して決定します。 
①安全性･････緊急性、耐震性、長寿命化、障害の排除 
②機能性･････原状回復、防災・防犯、省エネ 
③経済性･････ライフサイクルコストの低減 
④代替性･････他に代替えがないもの 
⑤社会性･････社会的ニーズ 

（ＬＥＤ、ユニバーサルデザインなど） 

〇維持・更新コストの削減について 
施設類型別の個別施設計画（中・長期計画）における、今後 40

年間の維持・更新コストを試算すると、総額約 166 億円（4.1 億
円/年）となり、従来の建替え中心の場合の 212 億円（5.3 億円/
年）より総額 46 億円（1.2 億円/年）、約 22％の縮減となり、直
近５年間の投資的経費の 3.5 億円/年よりの約 1.2 倍のコストにな
ると試算されます。 

長寿命化型での試算総額 173 億円より 7 億円（4.1％）の減と

なり、中・長期計画の削減効果が確認できました。 

〇中・長期計画の進め方 
公共施設それぞれに異なる目的と役割を担っているため、現状で

は数量の大幅な削減は困難な状況にあります。 
「まち・ひと・しごと創生 総合戦略」の施策を推進するととも

に、本計画の実施に当たっては、特に以下の 3 点に留意して実行
していきます。 

〇情報基盤の整備と活用 
公共施設の点検・診断の結果は、

今後の維持管理・更新の基礎資料と
なる重要な情報であるため、記録・
保存する必要があります。 

また、点検・診断後に修繕等を行
った場合の修繕履歴についても、同
様に記録することで、効率的な維持
管理を行うことが可能となります。 

公有財産管理システムを活用し
て、施設の基本情報、改修・補修等
の工事履歴や劣化情報等の一元管理
を行っていきます。 

〇フォローアップの実施方針 
「立科町振興計画」「総合管理計画」の更新等に合わせ、本計画の進捗状況等に 

ついてＰＤＣＡ（計画・実行・評
価・改善）サイクルを活用し、随
時フォローアップを行います。 

なお、事業の進捗状況、劣化調
査などの結果を反映しながら、定
期的な見直しを実施するととも
に、国の制度変更や社会経済情勢
の変化など、前提となる条件が大
きく変わった時点で、適宜必要な
見直しを行うものとします。 

立 科 町 公 共 施 設 個 別 施 設 計 画 の 概 要 ② 

１．町民参画により検討会を実施する中央公民館周辺施設の整備、
旧保育園施設の活用や、検討継続となっている施設について
は、早期に方向性を決め、議会や住民の合意を得て、計画的
に実行していく。 

 
２．大規模改修や更新、新築については、立科町振興計画や総合

管理計画等と整合を図り、中長期的な社会情勢とニーズを考
慮して、統合や集約、減築等について検討を行い、ライフサ
イクルコストの縮減及び財政負担の平準化を実行していく。 

 
３．利用者等の安全、施設の長寿命化を図るために、予防保全の

観点から計画的に保守、修繕、長寿命化改修を進めていく。 

80年 60年 40年

鉄 筋 コ ン ク
リ ー ト 造
鉄骨・鉄筋コ
ンクリート造

鉄骨造
ブロック造

木造
（小規模建物）

・長寿命化判定フロー 

※施設管理の一元化（イメージ）

１．機能面と建物自体の状況を勘案して、適正配置の方向性を検
討します。 

 
２．地域の人口、施設の利用状況等から今後の姿をイメージして

適正規模の検討や存続・廃止の検討を行います。 
 
３．公共施設の更新や大規模改修の実施時期に合わせ、施設の適

正規模の検討や存続・廃止の検討、周辺に位置する施設の集
約化や複合化を検討し、機能維持を図りながら施設総量の縮
減や規模の適正化を目指します。 

 
４．施設の新設が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内で

費用対効果を考慮して行います。 
 
５．統合・廃止により余剰となった施設については、取り壊しを

行い、安全安心の確保や景観の確保及び維持管理費の削減を
図ります。施設の廃止により生じる跡地については、原則売
却する方針とします。 

 
６．民間企業のもつノウハウや資金を積極的に導入するなど、施

設の整備や管理における官民の役割分担の適正化を図り、財
政負担の軽減とサービス水準の向上を図ります。 


